
最大 万円

敷地内にある を
全て し にする工事

補 助 額

対象工事

居 住 誘 導 区 域 内 は 最 大 6 5万 円

01. 除 却 す る 住 宅 が 、 「 特 定 空 家 」 に 認 定 さ れ て い る こ と
ま た は 「 不 良 度 １００点 以 上 」 の 住 宅 で あ る こ と

02. 住宅の所有者・その相続人（※1）又は相続財産清算人
が申請すること

（※1）所有者・相続⼈の成年後⾒⼈も可
03. 市税 の 滞 納 が な い こ と
04. 所 有 権 等 が 共 有 （ 相 続 人 含 む ） の 場 合 、 全 員 の 同 意

が あ る こ と
05. 敷 地 内 の 空 き 家 、 附 属 す る 工 作 物 な ど を 全 て 撤 去 し 、

更 地 に す る こ と
06. 「 市 内 に 本 店 を 有 す る 有 資 格 事 業 者 （ ※ 2 ） 」 が

解 体 工 事 を ⾏ う こ と
（※2）解体工事業の登録を受けている事業者

補助要件 主 な 補 助 要 件 は 下 記 を ご 確 認 く だ さ い 。
詳 細 は 市 役 所 建 築 住 宅 課 に お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。

空き家
対策

補 助 率

補助対象経費※ の 5 0 ％
※除却に要する工事費等のこと

周 囲 に 被 害 を 与 え る 前 に ご 自 身 で 解 体 し ま し ょ う ︕

令和６（2024）年度
柏崎市 か ら 補助事業 の 案内

【空き家に附属する工作物も除却する必要があります】
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申 込 書 や 申 請 書 に 添 付 す る 必 要 書 類 等 は 次 の と お り で す 。

01. 補 助 ⾦ 事 前 調 査 申 込 書 に 必 要 書 類 を 添 え て を 市 に 提 出 し て く だ さ い 。

02. 市 が 書 類 審 査 ・ 現 地 調 査 を ⾏ い ま す 。

03. 申 請 者 に 、 「 事 前 調 査 結 果 通 知 （ 交 付 申 請 可 否 ） 」 を 郵 送 し ま す 。
▶ 可 （ 該 当 ） し た 場 合 は 次 の 「 申 請 0 4 」 以 降 に 進 み ま す 。
▶ 不 可 （ 要 件 非 該 当 ） の 場 合 は 補 助 を 受 け る こ と は で き ま せ ん 。

04. 工 事 着 手 前 に 補 助 ⾦ 交 付 申 請 書 を 市 に 提 出 し て く だ さ い 。

05. 市 か ら 申 請 者 に 、 「 交 付 決 定 通 知 書 」 を 郵 送 し ま す 。

06. 工 事 に 着 手 し て く だ さ い 。 （交付決定通知書の到着後）

07. 工 事 完 了 後 に 実 績 報 告 書 を 市 に 提 出 し て く だ さ い 。

08. 市 か ら 申 請 者 に 「 確 定 通 知 書 」 を 郵 送 し ま す 。

09. 市 か ら 申 請 者 の ⼝ 座 に 補 助 ⾦ を 交 付 し ま す （ 銀 ⾏ 振 込 ） 。
▶ 振込は実績報告書を受領してから約１か⽉かかります。

補助⾦交付の流れ
申 込

審 査

通 知

申 請

交付決定

着 手

完了後

交 付

必 要 書 類 等

▶ 補 助 ⾦ 事 前 調 査 申 込 書 に 添 付 す る 必 要 書 類 等
0 1 . 「 登 記 事 項 証 明 書 の 写 し 」 または「 固 定 資 産 税 課 税 明 細 書 の 写 し 」

0 2 . 「 住 宅 の 位 置 図 」 と 「 現 況 写 真 」

0 3 . 空 き 家 の 所 有 者 と の 相 続 関 係 が 分 か る 書 類

0 4 . 空 き 家 の 所 有 者 ま た は そ の 相 続 人 の 、 成 年 後 ⾒ 人 で あ る こ と が 分 か る 資 料

0 5 . 空 き 家 の 相 続 財 産 清 算 人 で あ る こ と が 分 か る 資 料

0 6 . 共 有 者 全 員 、 ま た は 相 続 人 全 員 の 同 意 が あ る こ と が 分 か る 書 類

0 7 . ⾦ 融 機 関 等 が 発 ⾏ す る 抵 当 権 の 登 記 を 抹 消 す る に あ た り 、 必 要 と さ れ る 書 類 の 写 し

▶ 補 助 ⾦ 交 付 申 請 書 に 添 付 す る 必 要 資 料 等
0 1 . 補 助 対 象 経 費 に 係 る ⾒ 積 額 が 分 か る 資 料
0 2 . 市 税 完 納 証 明 書

▶ 実 績 報 告 書 に 添 付 す る 必 要 資 料 等
0 1 . 工 事 完 了 写 真 （ 工 事 前 、 工 事 中 、 工 事 完 了 後 が 確 認 で き る 写 真 ） ※ 実 績 報 告 書 裏 ⾯
0 2 . 領 収 書 の 写 し （ コ ピ ー ）

補⾜︓03〜07の
書類等の添付は
該当がある場合に
限り必要です。

重 要
工 事 前 ・ 中 ・ 後 の
写 真 を 撮 る こ と ! !

確 定

該
当
が
あ
る
場
合
に
限
り
必
要

提 出 先
市役所建築住宅課

【市役所4階】


